
大学等進学サポート事業

◆対象者
大学や専門学校などへの進学に意欲があり、以下のいずれかに該当する
高校３年生

・児童扶養手当受給世帯

（ひとり親家庭などに支給される手当のことです。）

・住民税所得割非課税世帯

（世帯全員が所得割非課税であることが必要です。）

◆給付対象となる渡航目的
沖縄県を起点とした県外大学など、または県内離島を起点とした本島
大学などへの渡航で、以下のものに限ります。

・受験（推薦入試含む、複数回の受験可） ・進学（片道分のみ）
・合格後に進学が決定した学校から出席必須となっている行事参加
（オリエンテーション、体験講座など）

※オープンキャンパスや住居の下見は対象外となります。

◆給付対象となる費用
県外の場合は上限10万円、離島から本島の場合は上限５万円までの
範囲で以下の費用を給付します。

    ※離島から県外・本島の両方に渡航する場合、上限額は10万円になります。

・交通費（航空賃、船賃、新幹線代、1乗車1,000円以上の電車またはバス賃）

・宿泊費

・旅行雑費（１日500円または1,000円）

※里親・児童養護施設等に入所している高校生は
日本学生支援機構の受験料支援制度により、
受験に要する支援を受けることができますので
そちらの活用をご検討ください。

離島から
本島の学校に
進学したい！

県外の大学や
専門学校に
進学したい！

受験したい
学校が

いくつもある…

申請方法は裏面に記載しております。
申請を考えている方は、渡航費請求の際に必要なため領収書や
受験票などの保管をお願いします。

今年度拡充

12/15～
追加募集 受験・進学に必要な

渡航費を支援します！



お電話の際は
「渡航費支援について」と
お問い合わせください

◆申請から給付までの流れ

◆募集期間

令和７年12月15日（月）から令和８年１月30日（金）まで

◆申請方法
・スマートフォンをお持ちの方

ＱＲコードから募集要項・様式をダウンロードしてください。

・パソコンをお持ちの方
下記のＵＲＬまたは「大学等進学サポート事業」と検索し
募集要項・様式をダウンロードしてください。
https://www.okinawa-child-future.jp/business/

※インターネットがご利用できない環境の方は沖縄県青少年育成県民会議

（098-861-3463）までお問い合わせください。

・提出先
沖縄県青少年育成県民会議（沖縄こどもの未来県民会議事務局）へ
郵送または直接お持ちください。

◆提出書類（申請時）
全員提出
・申請書（HPからダウンロード） ・住民票謄本原本
・課税証明書原本 ・学生証又は在籍証明書

該当者のみ提出
・児童扶養手当受給者証の写し ※ひとり親家庭等で受給している方

・措置決定通知書の写し ※里親委託や児童養護施設に入所している方

◆留意事項
・申請時に領収書の提出は不要です。請求時まで保管をお願いします。
・児童扶養手当を受給している方は、現況届提出前に受給者証の写し
の保管をお願いします。

申請 渡航費請求 給付

✓申請書提出 ✓請求書・領収書提出

12/15～1/30 1月下旬～2月中旬 ４/10〆切 ～５月末

支援決定

沖縄こどもの未来県民会議事務局 https://www.okinawa-child-future.jp/

➢給付内容に関すること
沖縄県こども未来部こども家庭課 TEL:098-866-2174

➢提出書類に関すること
沖縄県青少年育成県民会議 TEL:098-861-3463


	スライド 1: 受験・進学に必要な 渡航費を支援します！
	スライド 2

